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危
険
物
安
全
週
間

六
月
四
日
（
日
）
か
ら
十
日
（
土
）
ま
で　
　
　

「
自
主
点
検　
欠
か
さ
ぬ
あ
な
た
に　
グ
ラ
ン
プ
リ
」

　

危
険
物
関
係
事
業
所
に
対
し
て
保
安
の
確

保
を
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、
広
く
町
民
の

方
々
に
対
し
て
危
険
物
に
対
す
る
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
く
よ
う
毎
年
六
月
の
第
二
週
を

「
危
険
物
安
全
週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。

〜
危
険
物
と
は
〜

　

消
防
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
一

般
的
に
次
の
よ
う
な
危
険
性
を
持
っ
た
物
品

を
い
い
ま
す
。

◆
火
災
発
生
の
危
険
性
が
大
き
い

◆
火
災
拡
大
の
危
険
性
が
大
き
い

◆
消
火
の
困
難
性
が
高
い

　

私
た
ち
の
身
近
な
も
の
で
は
、
ガ
ソ
リ

ン
・
灯
油
・
油
性
塗
料
等
が
あ
り
ま
す
。

〜
家
庭
内
の
危
険
物
の 

　
　
　

事
故
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト
〜

　
　
　
　
　

①
保
管
の
ポ
イ
ン
ト

●
子
供
の
手
の
届
か
な
い
と
こ

ろ
に
置
く

●
高
温
に
な
る
場
所
に
は
置
か

な
い

●
フ
タ
は
確
実
に
閉
め
る

②
取
り
扱
い
の
ポ
イ
ン
ト

●
火
を
止
め
て
か
ら
給
油
す
る

●
定
期
的
に
換
気
す
る

●
使
用
中
は
火
気
厳
禁

〜
危
険
物
の
事
故
事
例
〜

　
「
あ
っ
！
服
に
火
が
」

　

キ
ャ
ン
プ
用
コ
ン
ロ
に
ホ
ワ
イ
ト
ガ
ソ
リ

ン
を
補
給
し
て
か
ら
、
ラ
イ
タ
ー
で
点
火
し

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
補
給
す
る
際
に
こ
ぼ

れ
た
ホ
ワ
イ
ト
ガ
ソ
リ
ン
が
蒸
発
し
、
そ
の

蒸
気
に
ラ
イ
タ
ー
の
火
が
引
火
し
た
。

（
解　

説
）

　

揮
発
性
の
高
い
危
険
物
は
、
こ
ぼ
れ
て
も

す
ぐ
に
蒸
発
し
て
し
ま
う
た
め
、
こ
ぼ
れ
た

こ
と
に
気
づ
か
ず
、
危
険
物
の
蒸
気
が
滞
留

し
て
い
る
場
所
で
火
気
を
使
用
す
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　

ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油
な
ど
を
使
用
す
る
と
き

は
、
換
気
の
あ
る
場
所
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
着
火
剤
（
ゼ
リ
ー
状
の
着
火
剤
）

で
は
、
つ
ぎ
た
し
や
気
化
に
よ
る
引
火
・
爆

発
事
故
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
使
用
方
法

を
よ
く
読
み
、
安
全
管
理
に
努
め
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
ス
プ
レ
ー
製
品
な
ど
普
段
な
に

げ
な
く
使
用
し
て
い
る
も
の
の
中
に
も
危
険

物
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
「
正
し
い
取
扱
い
と
保
管
方
法
」、「
危
険

特
性
」
の
再
確
認
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

消
防
本
部
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平
成
十
八
年
春
の
叙
勲
・
褒
章
が
四
月
二

九
日
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
葉
山
で
は
次
の

方
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

元
海
上

自
衛
官
。

艦
艇
等
に

乗
組
、
災

害
派
遣
、

監
視
業
務

等
海
上
防

�
�
�
�
�

�
��

�
�
�
�

衛
に
従
事
、
現
在
は
ホ
テ
ル
勤
務
。
防
衛
功

労
で
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�

�
��

�
�
�
�

現
在
は
日
本
大
学
大
学
院
講
師
、
東
京
防
衛

施
設
局
審
議
会
会
長
。
教
育
研
究
の
功
労
で

受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

防
衛
大

学
校
名
誉

教
授
。
日

本
大
学
研

究
所
教
授
、

裁
判
鑑
定

人
歴
任
。

五
〇
年
間
連
続
、
十
一
回
従
事
。
国
勢
調
査

功
労
で
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

元
町
職
員
。

町
職
員
と
し

て
初
め
て
女

性
課
長
に
就

任
。
国
勢
調

査
員
と
し
て

●字別世帯数及び人口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
女男人口総数世帯数
８８２（－４０）８２６（－６４）１，７０８（－１０４）６１４（－８）木古庭
１，０９３（－４０）１，００１（－７２）２，０９４（－１１２）７４３（＋２）上山口
１，３３１（－１０）１，２６１（＋３５）２，５９２（＋２５）９８１（＋５５）下山口
４，５１７（＋２８２）３，９６８（＋２１１）８，４８５（＋４９３）３，１８１（＋２６６）一　色
４，３６９（＋４２０）３，９１７（＋４６３）８，２８６（＋８８３）３，１６２（＋４２７）堀　内
４，４２１（＋２９）３，９４６（－９５）８，３６７（－６６）３，１４３（＋７０）長　柄
１６，６１３（＋６４１）１４，９１９（＋４７８）３１，５３２（＋１１１９）１１，８２４（＋８１２）合　計

（　）内は前回調査（平成１２年）との比較増減

　

昨
年
十
月
一
日
付
け
で
実
施
し
ま
し
た
国

勢
調
査
に
つ
い
て
町
で
は
、前
回
調
査
よ
り

も
八
一
二
世
帯
・
一
、
一
一
九
人
の
増
加
と

な
り
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
国
勢
調
査
集
計
結
果

（
要
計
表
に
よ
る
人
口
）

●神奈川県及び葉山町の世帯と人口　　　　　　　　　　　　　　　（人）

性比
（女１００人
につき男）

一世帯
当たり
人数

人　口
世帯数

女男総数

１０２．２２．４５４，３４６，９４５４，４４３，９５５８，７９０，９００３，５９０，２４１神奈川県
８９．８２．６７１６，６１３１４，９１９３１，５３２１１，８２４葉山町

世帯

世帯



７

お
知
ら
せ

ああななたたのの住住民民税税額額がが変変わわりりまますす
　地方税法が改正されました。今まで個人住民税額が非課税

だった人でも課税になったり、今までより増額になったりす

る人がいます。６５歳以上の年金受給者の人は該当するのでご

注意ください。

１　定率減税の段階的廃止

　年齢等に関係なく、定率減税が今年度はこれまでの半分に

なり、来年度は廃止になります。

�

２　二人とも所得のある夫婦の妻　均等割全額課税

　昨年度に均等割額で２，０００円が課税された妻は、今年度か

ら全額の４，０００円が課税されます。

�

３　６５歳以上の公的年金等控除額の縮減

　今年度から、公的年金収入額から引ける公的年金等控除額

定率減税の内容

個人住民税所得割額の１５％相当額
（上限４万円）平成１７年度まで

個人住民税所得割額の７．５％相当額
（上限２万円）平成１８年度

定率減税はなくなります平成１９年度から

課税所得があり、町内在住で夫と
同一生計の妻の均等割の内容
０円平成１６年度まで
２，０００円
（町民税１，５００円＋県民税５００円）　平成１７年度

４，０００円
（町民税３，０００円＋県民税１，０００円）平成１８年度から

が小さくなったため、所得額が大きくなります。従って、雑

所得へ換算する際に用いる計算式が、下図内の「６５歳以上の

人の雑所得の速算表」ように変わります。

　６５歳未満の人の公的年金等控除額については変わりありま

せん。

４　老年者控除が廃止

　今年度から、６５歳以上で合計所得が１千万円以下の人に適

用されていた「老年者控除」４８万円（所得税では５０万円）が

なくなります。

５　６５歳以上で合計所得額１２５万円以下の人

　　非課税措置の段階的廃止

　６５歳以上の人で合計所得額が１２５万円以下であれば非課税

になるという措置が、廃止になります。この措置によって非

課税だった人（昭和１５年１月２日以前生まれの人）は、今後

３年間で段階的に税額が増えていきます。

�

問合せ　税務課　�２５１～２５３

老年者非課税措置の内容

所得割額均　等　割　額

０円０円平成１７年度まで

３分の１
相当額

１，３００円
（町民税１，０００円＋県民税３００円）平成１８年度

３分の２
相当額

２，６００円
（町民税２，０００円＋県民税６００円）平成１９年度

全額課税４，０００円（全額）
（町民税３，０００円＋県民税１，０００円）平成２０年度から

平成18年度　地方税法等改正

公的年金等収入

課税所得
　　×
税　　率
　　

－

 定率控除　段階的に廃止されます【１】
　　‖
所得割の税額　← 　老年者非課税措置が段階的に廃止されます【５】
　　　　　　　　　均等割の税額　←　 町在住で夫と同一生計の妻の均等割が全額課税になります【２】

住民税額

所得換算←

公的年金の収入のみの場合の課税の計算方法▼

改　正　前
雑　所　得　額公的年金等の収入額の合計額（Ａ）
（Ａ）－１４０万円２６０万円未満
（Ａ）×０．７５－７５万円２６０万円～４６０万円未満
（Ａ）×０．８５－１２１万円４６０万円～８２０万円未満
（Ａ）×０．９５－２０３万円８２０万円以上

※６５歳以上の人の雑所得の速算表

改　正　後
雑　所　得　額公的年金等の収入額の合計額（Ｂ）
（Ｂ）－１２０万円３３０万円未満
（Ｂ）×０．７５－３７万５千円３３０万円～４１０万円未満
（Ｂ）×０．８５－７８万５千円４１０万円～７７０万円未満
（Ｂ）×０．９５－１５５万５千円７７０万円以上

雑所得（合計所得金額）

その他の所得控除（平成１７年度と同じ）
基礎控除３３万円
配偶者控除３３万円（または老人配偶者控除３８万円）もしくは配偶者特別控除３３万円以下
社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、医療費控除、扶養控除、寡婦控除など

老年者控除（対象は、所得が１，０００万円以下の６５歳以上の人）がなくなります【４】

（代わりに６５歳以上の人の寡婦・寡夫
控除がとれるようになっています）改正前４８万円所得控除 改正後廃止

６５歳以上の人の公的年金等控除が小さくなります【３】


